
 
 

７．２ 評価の対象としない建築物について 

１）福岡県建築物耐震評価委員会業務規程第１２条第４項第二号に規定する「別に定め

る評価の対象としない建築物」とは、新耐震設計法（昭和５６年６月１日施行）の適

用後に新築された建築物のほか、構造躯体が著しく劣化した建築物や、特殊な補強工

法を耐震改修計画に採用する場合など、第１章１．２に規定する準拠基準の適用によ

る評価が困難であると判断される建築物とする。 

 ただし、下記に示す建築物について、上記に該当しない場合があるので事前に事務局

にご相談ください。 

  

（１）コンクリートコアの圧縮強度の平均値が 13.5N/mm2を下回る建築物 

     「2001 年版ＲＣ診断基準」では、コンクリートコアの圧縮強度の平均値が 

13.5N/mm2 を下回る場合は、基本的に当該診断基準の適用範囲外としていま

すが、評価申請の事由によっては、評価申請を受理することがあります。こ

の場合の耐震診断や耐震改修計画は、付録１の「１.低強度コンクリート建物

の耐震診断・耐震改修について」に留意して行うこととしています。 

 

（２）一つの建築物で、その建設時期が新耐震設計法適用以前と適用以後にわたって 

建設された建築物 

耐震評価委員会の目的は、新耐震設計法が適用される以前の建築物の耐震

診断や耐震改修計画の妥当性について評価することですが、新耐震設計法適

用以前に建設された建築物に新耐震設計法適用以降に増築したもので、増築

の方法により新耐震設計規定の遡及適用に関して不明な部分がある場合は、

構造単位の中の一部に昭和５６年６月１日以降に着工されたものが含まれて

いても評価の対象として、評価申請を受理することとしています。 
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